
サービス等利用計画案確認ポイント
及び

事例からみる確認すべき観点について

令和６年３月１２日

岡山市障害福祉課・岡山市健康づくり課
北区中央福祉事務所



１．サービス等利用計画案作成について

岡山市 計画相談支援・障害児相談支援マニュアルより抜粋

平成24年4月の改正障害者自立支援法施行により、市町村は障害福祉サービス等

の支給申請者に対し、サービス等の支給決定前に「サービス等利用計画案」の提出
を求め、これを勘定して支給決定を行うことが定められました。

【利用計画案の記載事項】

ア 利用者及びその家族の生活に対する意向

イ 総合的な援助の方針

ウ 生活全般の解決すべき課題

オ 福祉サービス等の種類、内容、量

エ 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期

カ 福祉サービス等を提供する上での留意事項

キ モニタリング期間



２．サービス等利用計画案作成について

行政窓口
相談員

サービス等利用計画案提出

こう書いてくれ
たらわかりや
すいな

どこをみてい
るのかな？

行政窓口はどういった観点でどこを確認しているのか？
どう書けばスムーズに処理が進むのか？

⇒今回の研修で上記のポイントについて説明します



サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案（例）

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画案作成日 モニタリング期間（開始年月） 利用者同意署名欄

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時間）

1

2

3

4

5

6

課題解決のための
本人の役割

評価
時期

その他留意事項

障害福祉サービス受給者証番号

優先
順位

解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標
達成
時期

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

３．行政窓口の確認ポイント①

標準モニタリング期間と同一かどうかチェック
※「当初3か月は毎月」など記入している場
合あり

モニタリング月まであるととても助かります
例 ３ヵ月毎(令和６年４月・７月・１０月・・・)

自署かどうか
記名押印となっているかチェック



サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案（例）

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画案作成日 モニタリング期間（開始年月） 利用者同意署名欄

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時間）

1

2

3

4

5

6

課題解決のための
本人の役割

評価
時期

その他留意事項

障害福祉サービス受給者証番号

優先
順位

解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標
達成
時期

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

３．行政窓口の確認ポイント②

すべて内容を確認

・居宅介護：家事援助
(22.5時間/月)

・就労継続支援B型(原則
日数)※在宅支援

申請しているサービスが
記入されているかチェック

１月あたりの支給量は
記入されていることが
多いです。週案と合致
するかチェック
決定する上で、
①月の支給量
②１回あたりの時間を
明記してほしい

⇒週間計画表にて確認

詳細に記入されていると助かります

例 居宅介護：家事援助 (77.5時間/月)
15.5時間/週 × 4.43週 + 緊急時対応 8.5時間 = 77.5時間

調理・掃除・洗濯 緊急対応
月 8:30～9:30 ・ 12:30～13:00 ・ 18:30～19:30
火 8:30～ ・・・・・



サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案（例）

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画案作成日 モニタリング期間（開始年月） 利用者同意署名欄

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時間）

1

2

3

4

5

6

課題解決のための
本人の役割

評価
時期

その他留意事項

障害福祉サービス受給者証番号

優先
順位

解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標
達成
時期

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

３．行政窓口の確認ポイント③

２人介護や支給量と週案が合致しない理由
(緊急時〇時間必要など)が記入されている
場合があるのでチェック



３．行政窓口の確認ポイント④
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案【週間計画表】（例）

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画開始年月

月 火 水 木 金 土 日・祝 主な日常生活上の活動

週単位以外のサービス

サービス提供
によって実現
する生活の
全体像

8:00

18:00

20:00

22:00

0:00

2:00

4:00

6:00

障害福祉サービス受給者証番号

12:00

10:00

16:00

14:00

居宅介護：家事援助

就労継続支援B型
(在宅ワーク)

居宅介護：家事援助

就労継続支援B型
(在宅ワーク)

居宅介護：家事援助

サービスが盛り込まれているかチェック

左記の場合
※1回あたり1.5hと
判断する
1.5 × 3/w × 4.43
=19.935

⇒5週の時など考
慮して22.5hで決定



３．行政窓口の確認ポイント⑤
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案【週間計画表】（例）

利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画開始年月

月 火 水 木 金 土 日・祝 主な日常生活上の活動

週単位以外のサービス

サービス提供
によって実現
する生活の
全体像

8:00

18:00

20:00

22:00

0:00

2:00

4:00

6:00

障害福祉サービス受給者証番号

12:00

10:00

16:00

14:00

補足的な内容が
記入されている時
があるので内容を
チェック

本人の状態像などが記入されている時があるため、内容をチェック

サービスの時間がまとめられていると助かります
例
【居宅介護(身体)】 ： xx時間/月
【居宅介護(家事)】 ： xx時間/月



事例からみる確認すべき観点

観点①：解決すべき課題が当事者のものか？

観点②：解決すべき課題（本人のニーズ）に基づい

た障害福祉サービス等が位置付けられて

いるか？

観点③：計画した障害福祉サービス等の理由及び

支給量が適切か？
9



解決すべき課題が当事者のものか？

（事例Ａ）

・児童への身体介護

◆今回の解決すべき課題◆

・入浴を手伝ってもらいたい

▽疑問点▽

⇒誰のニーズ？？
10



解決すべき課題が当事者のものか？

【居宅介護概要】 法第５条第２項

障害者等につき、居宅において入浴、排せつ
及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の
家事並びに生活等に関する相談及び助言その
他の生活全般にわたる援助を行う。

※ ポイント ※

解決すべき課題が当事者以外のものとなって
いないでしょうか？

11



解決すべき課題（本人のニーズ）に基づいた
障害福祉サービス等が位置付けられているか？

（事例B）

・放課後等デイサービス １３日／月

◆今回の解決すべき課題◆

・一人だけで家にいさせるのが不安

▽疑問点▽

⇒日中一時支援でいいのでは？
12



【放デイ概要】 法第６条の２の２第４項

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進その他必要な支援を行う。

【レスパイト概要】 岡山市障害者等日中一時支援事業実施要綱

障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休
息を目的とする。

※ ポイント ※

申請サービスの内容と課題がマッチしていますか？

（生活能力の向上のために必要な訓練等を受ける？）
13

解決すべき課題（本人のニーズ）に基づいた
障害福祉サービス等が位置付けられているか？



計画した障害福祉サービス等の理由
及び支給量が適切か？

（事例C）
・短期入所 １５日／月 （単身者）
・生活介護 原則日数

◆今回の解決すべき課題◆
・日中活動がない日に自宅で過ごすのが困難

▽疑問点▽
⇒なぜ１５日？ 在宅での支援は難しいのでは？

14



計画した障害福祉サービス等の理由
及び支給量が適切か？

【短期入所概要】 法第５条第８項

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由
により、■中略■ 当該施設に短期間の入所をさせ、入
浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。

※ ポイント ※
支給が必要だといえる理由の記載があるでしょうか？

⇒障害者本人の心身の状況等から市町村が特に必要
と認める場合には、介護を行う者の状況にかかわらず、
障害者本人の理由により短期入所に係る介護給付費の
支給を行うことは可能である（事務処理要領抜粋）

週間計画表で妥当な支給量が示されているでしょうか？
15



16

月 火 水 木 金 土
日・
祝

主な日常生活上の活動

火・金・土・日（父母で入浴）

6:00

起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食

8:00

学校 学校 学校 学校 学校

10:00

12:00

14:00

16:00
週単位以外のサービス

18:00

入浴（身体介護） 入浴（身体介護） 入浴（身体介護） 入浴（父母） 入浴（父母）

夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食

20:00
入浴（父母） 入浴（父母）

就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝

22:00

0:00

2:00

4:00



事例からみる確認すべき観点

観点①：解決すべき課題が当事者のものか？

観点②：解決すべき課題（本人のニーズ）に基づい

た障害福祉サービス等が位置付けられて

いるか？

観点③：計画した障害福祉サービス等の理由及び

支給量が適切か？
17


